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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製の構造体に埋設され前記構造体の接合面に面して接続孔が形成されてい
る継手部と、
　前記継手部に接続され前記構造体に埋設された定着部材と、
　鉄骨梁と、該鉄骨梁の端部に一体に設けられるとともに貫通孔が形成され前記接合面に
端面が対向するコンクリート製のブロック部と、を備える複合梁と、
　前記貫通孔と前記接続孔とへ挿入されて前記構造体に前記ブロック部を接合する接合部
材と、
　を有する複合梁の接合構造。
【請求項２】
　前記接合部材に緊張力が付与されている請求項１に記載の複合梁の接合構造。
【請求項３】
　鉄骨梁と、該鉄骨梁の端部に一体に設けられ貫通孔が形成されたコンクリート製のブロ
ック部と、を備える複合梁を、コンクリート製の構造体の接合面に前記ブロック部の端面
が対向するように配置する複合梁配置工程と、
　接合部材を前記貫通孔と前記接合面に形成された接続孔とへ挿入して前記構造体に前記
ブロック部を接合するブロック部接合工程と、
　を有し、
　前記接続孔は、前記構造体に埋設された継手部に形成されており、前記継手部は、前記
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構造体に埋設された定着部材に接続されている複合梁の接合方法。
【請求項４】
　鉄骨梁と、
　前記鉄骨梁の端部に一体に設けられ端面がコンクリート製の構造体の接合面に対向する
コンクリート製のブロック部と、
　前記ブロック部に形成され、該ブロック部を前記構造体に接合する接合部材が貫通する
貫通孔と、
　を有し、
　前記ブロック部は、前記構造体に埋設された継手部に前記接合面に面して形成されてい
る接続孔と前記貫通孔とへ前記接合部材を挿入することにより前記構造体に接合され、前
記継手部は、前記構造体に埋設された定着部材に接続されている複合梁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄骨とコンクリートとによって構成される複合梁、この複合梁の接合構造、
及びこの複合梁の接合方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建物の室空間を広くするニーズが増えており、また、建物を低コストで建設する
ことが望まれている。これに対して、建物の内周コア壁及び外周骨組み（柱及び梁）を経
済性に優れた鉄筋コンクリート造とし、内周コア壁と外周骨組みとを長大スパンの鉄骨梁
でつないで柱の数を少なくする建築構造が提案されており、これに伴って、内周コア壁や
外周骨組みに鉄骨梁を効率よく接合する方法が求められている。
【０００３】
　特許文献１には、柱の上部に、梁鉄骨の端部に設けられたアンカー兼補強筋を配置しコ
ンクリートを打設して、柱に梁鉄骨を接合する方法が開示されている。しかし、この方法
は、柱に梁鉄骨を接合する際に煩雑なコンクリート打設作業を行なわなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１６６６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は係る事実を考慮し、コンクリート製の構造体に鉄骨梁を効率よく接合すること
が可能な複合梁、複合梁の接合構造、及び複合梁の接合方法を提供することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１態様の発明は、コンクリート製の構造体の接合面に形成された接続孔と、鉄骨梁と
該鉄骨梁の端部に一体に設けられるとともに貫通孔が形成され前記接合面に端面が対向す
るコンクリート製のブロック部とを備える複合梁と、前記貫通孔と前記接続孔とへ挿入さ
れて前記構造体に前記ブロック部を接合する接合部材と、を有する複合梁の接合構造であ
る。
【０００７】
　第１態様の発明では、鉄骨梁と、この鉄骨梁の端部に一体に設けられたコンクリート製
のブロック部とを複合梁が備えている。そして、コンクリート製の構造体の接合面に形成
された接続孔と、ブロック部に形成された貫通孔とへ接合部材を挿入して構造体にブロッ
ク部を接合することにより、構造体に鉄骨梁を効率よく接合することができる。
【０００８】
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　第２態様の発明は、第１態様の複合梁の接合構造において、前記接合部材に緊張力が付
与されている。
【０００９】
　第２態様の発明では、接合部材に緊張力が付与されることにより、複合梁の端部の曲げ
耐力を向上させることができる。
【００１０】
　第３態様の発明は、鉄骨梁と該鉄骨梁の端部に一体に設けられ貫通孔が形成されたコン
クリート製のブロック部とを備える複合梁を、コンクリート製の構造体の接合面に前記ブ
ロック部の端面が対向するように配置する複合梁配置工程と、接合部材を前記貫通孔と前
記接合面に形成された接続孔とへ挿入して前記構造体に前記ブロック部を接合するブロッ
ク部接合工程と、を有する複合梁の接合方法である。
【００１１】
　第３態様の発明では、複合梁の接合方法が、複合梁配置工程とブロック部接合工程とを
有している。複合梁配置工程では、複合梁が備えるコンクリート製のブロック部の端面が
コンクリート製の構造体の接合面に対向するように、複合梁を配置する。ブロック部接合
工程では、ブロック部に形成された貫通孔と、構造体の接合面に形成された接続孔とへ接
合部材を挿入して、構造体にブロック部を接合する。よって、複合梁の接合方法において
、第１態様と同様の効果を得ることができる。
【００１２】
　第４態様の発明は、鉄骨梁と、前記鉄骨梁の端部に一体に設けられ端面がコンクリート
製の構造体の接合面に対向するコンクリート製のブロック部と、前記ブロック部に形成さ
れ、該ブロック部を前記構造体に接合する接合部材が貫通する貫通孔と、を有する複合梁
である。
【００１３】
　第４態様の発明では、複合梁が、鉄骨梁、コンクリート製のブロック部、及び貫通孔を
有している。ブロック部は、鉄骨梁の端部に一体に設けられており、貫通孔は、ブロック
部に形成されている。貫通孔には、コンクリート製の構造体にブロック部を接合する接合
部材が貫通する。よって、複合梁において、第１態様と同様の効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は上記構成としたので、コンクリート製の構造体に鉄骨梁を効率よく接合するこ
とが可能な複合梁、複合梁の接合構造、及び複合梁の接合方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る建物を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る複合梁の接合構造を示す側断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る複合梁の接合方法を示す説明図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る複合梁の接合構造を示す側断面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る複合梁の接合構造を示す側断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る複合梁の接合構造の変形例を示す平面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る複合梁の接合構造の変形例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図面を参照しながら、本発明の複合梁、複合梁の接合構造、及び複合梁の接合方法を説
明する。まず、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００１７】
　第１の実施形態では、図１の斜視図に示すように、建物１０が、構造体としての内周コ
ア壁１２、複合梁１４及び外周骨組み１６によって構成されている。外周骨組み１６は、
梁１８、及び構造体としての柱２０によって構成されている。複合梁１４は、内部コア壁
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１２と柱２０との間に架設されている。すなわち、複合梁１４は、内周コア壁１２と柱２
０とに接合されている。
【００１８】
　柱２０、梁１８及び内周コア壁１２は、鉄筋コンクリートによって形成されている。柱
２０、梁１８及び複合梁１４は、プレキャスト部材であり、内周コア壁１２は、現場打ち
コンクリートにより形成されている。
【００１９】
　複合梁１４は、図２の側断面図、及び図２のＡ－Ａ断面図である図３に示すように、鉄
骨梁２２、鉄筋コンクリート製のブロック部２４、及び貫通孔２６を有している。ブロッ
ク部２４は、鉄骨梁２２の端部の周囲を囲むようにして略四角柱状に形成されており、鉄
骨梁２２の端部と一体に設けられている。
【００２０】
　鉄骨梁２２のフランジ及びウェブの表面には、スタッドボルト２８が設けられている。
これにより、鉄骨梁２２の端部とブロック部２４との一体化が高められ、鉄骨梁２２とブ
ロック部２４との間における曲げモーメントの伝達効率を向上させることができる。
【００２１】
　貫通孔２６は、ブロック部２４に埋設されたシース管３０の中空部によって形成され、
鉄骨梁２２の材軸方向へ略水平にブロック部２４を貫通している。図３に示すように、貫
通孔２６は、ブロック部２４の上部及び下部において、横方向に所定の間隔をあけてそれ
ぞれ６つ設けられている。すなわち、合計１２の貫通孔２６がブロック部２４に形成され
ている。シース管３０の端面は、ブロック部２４の端面３２とほぼ面一となっている。す
なわち、シース管３０の端部は、ブロック部２４の端面３２から突出していない。
【００２２】
　ブロック部２４の内部には、全てのシース管３０を囲むようにしてせん断補強筋３４が
設けられている。ブロック部２４が短スパンの場合、鉄骨梁２２に曲げモーメントが作用
したときに、ブロック部２４の両端部には大きなせん断力が発生するので、この部分のせ
ん断補強筋３４の鉄筋量を多くする（せん断補強筋３４の数を増やす、又はせん断補強筋
３４の径を大きくする）のが好ましい。
【００２３】
　図１には、内周コア壁１２に複合梁１４を接合する複合梁の接合構造３６と、柱２０に
複合梁１４を接合する複合梁の接合構造３８と、が示されている。以下の説明では、複合
梁の接合構造３６について説明するが、複合梁の接合構造３８についても同様である。
【００２４】
　図２に示すように、複合梁の接合構造３６は、内周コア壁１２の接合面４０に形成され
た接続孔４２、接合部材としての鉄筋４４、及び複合梁１４を有している。鉄筋４４の両
端部には、雄ネジが形成されている。
【００２５】
　接続孔４２は、内周コア壁１２の内部に略水平に埋設された壁主筋としての鉄筋４６の
一方端部に設けられた継手部４８に形成されており、接続孔４２の内壁には鉄筋４４の雄
ネジが捩じ込まれる雌ネジが形成されている。鉄筋４６の他方端部には、定着部材５０が
設けられている。定着部材５０は、所定の背面被り強度が確保できる位置（例えば、背面
被りが１００ｍｍ以上となる位置）に配置されていればよい。
【００２６】
　鉄筋４６は、各貫通孔２６と各接続孔４２とがそれぞれ連通するように配置されている
。すなわち、合計１２本の鉄筋４６が配置されている。継手部４８の端面は、内周コア壁
１２の接合面４０とほぼ面一となっている。すなわち、継手部４８の端部は、内周コア壁
１２の接合面４０から突出していない。
【００２７】
　次に、複合梁１４を用いた複合梁の接合方法について、図４（ａ）～（ｃ）の側面図を
用いて説明する。なお、説明をわかり易くするために、内周コア壁１２に接合されるブロ
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ック部２４をブロック部２４Ａとし、柱２０に接合されるブロック部２４をブロック部２
４Ｂとする。
【００２８】
　まず、図４（ａ）に示すように、内周コア壁１２及び柱２０の施工を完了させた後に、
内周コア壁１２の接合面４０にブロック部２４Ａの端面３２が対向し、柱２０の接合面５
２にブロック部２４Ｂの端面３２が対向するように、複合梁１４を配置する（複合梁配置
工程）。このとき、内周コア壁１２の接合面４０とブロック部２４Ａの端面３２との間、
及び柱２０の接合面５２とブロック部２４Ｂの端面３２との間に１０～２０ｍｍ程度の隙
間５６を有するようにする。
【００２９】
　次に、図４（ｂ）に示すように、鉄筋４４を貫通孔２６と接続孔４２とへ略水平に挿入
して、内周コア壁１２にブロック部２４Ａを接合し、柱２０にブロック部２４Ｂを接合す
る（ブロック部接合工程）。ブロック部接合工程を更に詳しく説明すると、まず、貫通孔
２６へ鉄筋４４を挿入し、接続孔４２に形成されている雌ネジに鉄筋４４の先端部に形成
された雄ネジを捩じ込み締め付けて接続する。次に、鉄筋４４の末端部に形成された雄ネ
ジに、定着プレート５４の略中央に形成されている雌ネジを捩じ込み締め付けて、鉄筋４
４の末端部をブロック部２４Ａ、２４Ｂに固定する。
【００３０】
　次に、図４（ｃ）に示すように、隙間５６の周囲をエアーチューブ等のシール部材（不
図示）によりシールした後、隙間５６へグラウトＧを注入し、この隙間５６から貫通孔２
６へグラウトＧを送り込む。そして、シース管３０に設けられたグラウト排出孔５８から
グラウトＧを排出して、隙間５６及び貫通孔２６へグラウトＧを充填し硬化させる（グラ
ウト充填工程）。これにより、ブロック部２４Ａ、２４Ｂに鉄筋４４を定着することがで
きる。また、隙間５６に充填され硬化したグラウトＧによって、内周コア壁１２とブロッ
ク部２４Ａ、柱２０とブロック部２４Ｂとの一体化を図ることができる。
【００３１】
　次に、本発明の第１の実施形態の作用及び効果について説明する。
【００３２】
　第１の実施形態の複合梁１４、複合梁１４を用いた複合梁の接合構造３６、３８、及び
複合梁１４を用いた複合梁の接合方法では、図４（ａ）～（ｃ）で示したように、貫通孔
２６と接続孔４２とへ接合部材としての鉄筋４４を挿入して、構造体としての内周コア壁
１２と柱２０とにブロック部２４を接合することにより、コンクリート打設等の煩雑な作
業を行なわずに、コンクリート製の構造体に鉄骨梁２２（複合梁１４）を効率よく接合す
ることができる。
【００３３】
　また、内周コア壁１２と柱２０との間に複合梁１４を配置するときには、ブロック部２
４の端面３２、内周コア壁１２の接合面４０、及び柱２０の接合面５２から、鉄筋４４や
継手部４８等の接合用部材が突出していないので、複合梁１４を上下移動させて、内周コ
ア壁１２と柱２０とに対して複合梁１４を配置することができる。また、内周コア壁１２
のように構造体がコンクリート壁の場合、継手部４８等の接合用部材を壁面から突出させ
て設けなくてよいので、ジャンピングフォーム等の移動式型枠を用いてコンクリート壁を
施工することができる。
【００３４】
　また、ブロック部２４によって鉄骨梁２２に剛性を付与することができ、複合梁１４の
剛性を大きくすることができるので、複合梁１４に支持される床スラブの振動を低減する
ことができる。また、曲げモーメントが大きくなる、鉄骨梁２２の端部にブロック部２４
を部分的に設けることにより、複合梁１４の重量を大きく増やすことなく鉄骨梁２２に剛
性を付与することができる。さらに、せん断補強筋等によってブロック部２４に補強を施
すことにより、鉄骨梁２２の構造断面サイズを大きくすることなく、複合梁１４の端部の
耐力を向上させることができる。これらにより、軽量かつ高い剛性の複合梁１４を構成す



(6) JP 5658966 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

ることができる。例えば、経済性に優れた長大スパンの複合梁１４を構築することができ
る。
【００３５】
　また、軽量の複合梁１４を構成することができるので、この複合梁１４を用いて構築さ
れる建物の重量を軽くすることができる。これにより、例えば、建物の基礎構造や免震構
造の支持荷重を小さく抑えることができ、基礎構造や免震構造の建設コストを低減するこ
とができる。
【００３６】
　また、複合梁１４が架け渡される内周コア壁１２や柱２０の構造体の施工誤差（複合梁
１４が架け渡される構造体間のスパン距離の寸法誤差）を、構造体と複合梁との接合部の
目地（隙間５６）によって吸収することができる。また、貫通孔２６の径を大きくするこ
とにより、貫通孔２６や接続孔４２の施工誤差（貫通孔２６と接続孔４２との中心のずれ
）を吸収することができる。
【００３７】
　次に、本発明の第２の実施形態とその作用及び効果について説明する。
【００３８】
　第２の実施形態の説明において、第１の実施形態と同じ構成のものは、同符号を付する
と共に、適宜省略して説明する。
　図５の側断面図に示すように、第２の実施形態の複合梁６０、及び複合梁の接合構造６
２では、管通孔６４が、ブロック部２４に埋設されたシース管３０の中空部によって形成
され、側面視にてブロック部２４を斜めに貫通している。鉄筋４６は、定着部材５０が設
けられている側の端部が内周コア壁１２の内部で略水平になるように、折り曲げられてい
る。シース管３０の端部は、ブロック部２４の端面３２から突出していない。また、継手
部４８の端部は、内周コア壁１２の接合面４０から突出していない。
【００３９】
　そして、貫通孔６４と接続孔４２とへ挿入された接合部材としての鉄筋４４により、内
周コア壁１２にブロック部２４を接合している。この状態で、ブロック部２４の左右側面
付近に配置された鉄筋４４と、この鉄筋４４よりも内側に配置された鉄筋４４とは、側面
視にてＸ字状に交差している。
【００４０】
　よって、第２の実施形態の複合梁６０、及び複合梁の接合構造６２では、鉄筋４４を斜
めに配置することにより、鉄筋４４の軸力として、ブロック部２４に生じるせん断力に抵
抗することができるので、ブロック部２４のせん断強度を向上させることができる。よっ
て、ブロック部２４を短スパンにした場合においても、必要とするせん断強度を確保する
ことができる。
【００４１】
　次に、本発明の第３の実施形態とその作用及び効果について説明する。
【００４２】
　第３の実施形態の説明において、第１の実施形態と同じ構成のものは、同符号を付する
と共に、適宜省略して説明する。
　図６の側断面図に示すように、第３の実施形態の複合梁６６、及び複合梁の接合構造６
８では、鉄筋コンクリート製のブロック部７４Ａ、７４Ｂ（不図示）が、鉄骨梁２２の端
部の下部フランジ７０の上面と、上部フランジ７２の下面との間に鉄骨梁２２と一体に設
けられている。ブロック部７４Ａ、７４Ｂは、鉄骨梁２２の正面視にてウェブ８８を介し
て左右に設けられている。
【００４３】
　ブロック部７４Ａ、７４Ｂには、このブロック部７４Ａ、７４Ｂに埋設されたシース管
３０の中空部により貫通孔７６が形成されている。ブロック部７４Ａ、７４Ｂには、それ
ぞれ１つの貫通孔７６がブロック部７４Ａ、７４Ｂを略水平に貫通するように形成されて
いる。
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【００４４】
　接合部材としての鉄筋４４は、柱２０の接合面５２に設けられた接続孔４２と、貫通孔
７６とに挿入されて、柱２０にブロック部７４Ａ、７４Ｂを接合している。ブロック部７
４Ａに設けられた鉄筋４４と、ブロック部７４Ｂに設けられた鉄筋４４とは、側面視にて
略同じ位置に略水平に配置され、平面視にて、鉄骨梁２２のウェブ８８に対して略線対称
に配置されている。シース管３０の端部は、ブロック部７４Ａ、７４Ｂの端面７８から突
出していない。接続孔４２は、一方の端部が下方へ延びるＬ字状に曲げられた鉄筋４６の
他方の端部に設けられた継手部４８に形成されている。継手部４８の端部は、柱２０の接
合面５２から突出していない。
【００４５】
　よって、複合梁の接合構造６８では、ブロック部７４Ａ、７４Ｂが柱２０にピン接合と
略同様に接合され、複合梁６６の端部に発生する曲げモーメントに抵抗せずに、複合梁６
６の端部から柱２０へせん断力を伝達する。また、複合梁６６の端部の構成を簡略化する
ことができる。これにより、構造体（柱２０）に作用する曲げモーメントを小さくするこ
とができ、小さな曲げ耐力を有する構造体（柱２０）を設計することができる。
【００４６】
　以上、本発明の第１～第３の実施形態について説明した。
【００４７】
　なお、第１～第３の実施形態では、接合部材としての鉄筋４４により構造体（内周コア
壁１２、柱２０）にブロック部２４Ａ、２４Ｂ、７４Ａ、７４Ｂを接合した例を示したが
、この鉄筋４４に緊張力を付与してもよい。鉄筋４４に緊張力を付与すれば、複合梁１４
、６０、６６の端部にプレストレスが導入される。これにより、複合梁１４、６０、６６
の端部に圧縮応力が発生し、複合梁１４、６０、６６の端部に作用する曲げモーメントに
より生じる曲げ引張応力が低減される。また、複合梁１４、６０、６６の端部に軸力が加
えられるので、複合梁１４、６０、６６の端部の曲げ耐力を向上させることができる。こ
れらにより、複合梁１４、６０、６６の端部の曲げ耐力を向上させることができる。
【００４８】
　また、複合梁１４、６０、６６の端部に大きなプレストレスを導入できれば、鉄筋コン
クリート（ブロック部２４Ａ、２４Ｂ、７４Ａ、７４Ｂ）のエネルギー吸収能力を発揮さ
せるとともに、原点指向型の履歴特性を得ることができる。鉄筋４４への緊張力の付与は
、鉄筋４４に対する定着プレート５４の締め付けによって行ってもよいし、油圧ジャッキ
等の緊張装置を用いて行なってもよい。また、接合部材をＰＣ鋼棒やＰＣ鋼より線等のＰ
Ｃ鋼材としてもよい。また、鉄筋４４とは別にプレストレス導入用の緊張部材を設けるよ
うにしてもよい。
【００４９】
　複合梁の端部にプレストレスを導入する場合、ブロック部の上下端部付近の位置にプレ
ストレスを導入するのが好ましい。例えば、図３であれば、鉄骨梁２２の上部フランジの
上方に配置された、ブロック部２４の幅方向中央寄りの２つの鉄筋４４と、鉄骨梁２２の
下部フランジの下方に配置された、ブロック部２４の幅方向中央寄りの２つの鉄筋４４と
に緊張力を付与すればよい。
【００５０】
　このように、ブロック部の上下端部付近の位置にプレストレスを導入すると、複合梁の
端部が回転したときのこの回転に抵抗するモーメントが、梁成に近い距離にプレストレス
（力）を掛けた値となり、ブロック部の他の位置にプレストレスを導入するよりも大きな
モーメントを効率よく得ることができる。
【００５１】
　また、第１～第３の実施形態では、継手部４８やシース管３０を、内周コア壁１２の接
合面４０、ブロック部２４Ａ、２４Ｂの端面３２、柱２０の接合面５２や、ブロック部７
４Ａ、７４Ｂの端面から突出させない例を示したが、継手部４８やシース管３０は、内周
コア壁１２の接合面４０、ブロック部２４Ａ、２４Ｂの端面３２、柱２０の接合面５２や
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、ブロック部７４Ａ、７４Ｂの端面から突出させてもよい。
【００５２】
　また、第１～第３の実施形態では、継手部４８を鉄筋４６の端部に設けた例を示したが
、鉄筋４６に接続された捩じ込み式や差し込み式の機械式継手を継手部としてもよい。例
えば、鉄筋４６に接続されたスプライススリーブを継手部としてもよい。この場合には、
スプライススリーブと、鉄筋４４、４６との間にグラウトを充填する。
【００５３】
　また、第１～第３の実施形態では、構造体としての内周コア壁１２、柱２０、及びブロ
ック部２４Ａ、２４Ｂ、７４Ａ、７４Ｂを、鉄筋コンクリートによって形成した例を示し
たが、構造体は、コンクリートによって形成されていればよく、スチールファイバ、炭素
繊維等を有する繊維補強コンクリートや、高強度コンクリートによって形成してもよい。
　また、第１～第３の実施形態の適用が可能な構造体は、現場打ちコンクリートによって
形成してもよいし、プレキャスト部材であってもよい。また、構造体は、壁や梁であって
もよいし、建物のどの平面位置に配置されていてもよい。
【００５４】
　また、第１～第３の実施形態では、シース管３０の中空部により貫通孔２６、６４、７
６を形成した例を示したが、接合部材としての鉄筋４４の挿入が可能であれば、どのよう
な方法で貫通孔を形成してもよい。
【００５５】
　また、第１～第３の実施形態では、定着プレート５４により鉄筋４４の端部をブロック
部２４Ａ、２４Ｂ、７４Ａ、７４Ｂに固定した例を示したが、支圧プレートを介したナッ
トにより鉄筋４４の端部をブロック部２４Ａ、２４Ｂ、７４Ａ、７４Ｂに固定してもよい
。
【００５６】
　また、第１及び第２の実施形態では、鉄筋４６の一方の端部に定着部材５０を設けた例
を示したが、鉄筋４６の両端に継手部４８を設けるようにしてもよい。
【００５７】
　また、図７の平面図に示すように、第１～第３の実施形態で示した複合梁１４、６０、
６６を壁８０から任意の方向へ配置するようにしてもよい。図７には、壁８０のコーナー
部から３方向へ複合梁１４が配置されている例が示されている。
【００５８】
　また、第１～第３の実施形態で示した複合梁の接合構造３６、３８、６２、６８を用い
て、鉄骨柱の柱頭部と、これに支持される基礎梁とを接合してもよいし、また、図８に示
すように、複合梁としての複数のフレーム部材８２を、構造体としてのジョイント部材８
４に接合して屋根構造８６を構成するようにしてもよい。また、建物の外周フレームの接
合に、第１～第３の実施形態で示した複合梁の接合構造３６、３８、６２、６８を用いて
もよい。
【００５９】
　また、第１～第３の実施形態では、貫通孔２６、６４、７６にグラウトＧを充填した例
を示したが、貫通孔２６、６４、７６にグラウト等の材料を充填しないで、又は貫通孔２
６、６４、７６に弾性接着剤（例えば、エポソフト（登録商標））を充填して、接合部材
としての鉄筋４４をアンボンド化してもよい。このようにすれば、構造体（内周コア壁１
２、柱２０）に接合された複合梁１４、６０、６６を容易に解体することができ、複合梁
１４、６０、６６の再利用を図ることができる。
【００６０】
　以上、本発明の第１～第３の実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態
に何等限定されるものでなく、第１～第３の実施形態を組み合わせて用いてもよいし、本
発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００６１】
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１２　内周コア壁（構造体）
１４、６０、６６　複合梁
２０　柱（構造体）
２２　鉄骨梁
２４、２４Ａ、２４Ｂ、７４Ａ、７４Ｂ　ブロック部
２６、６４、７６　貫通孔
３２、７８　端面
３６、３８、６２、６８　複合梁の接合構造
４０、５２　接合面
４２　接続孔
４４　鉄筋（接合部材）
８０　壁（構造体）
８２　フレーム部材（複合梁）
８４　ジョイント部材（構造体）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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